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無線ＬＡＮビジネス研究会（第６回） 

 

１ 日時：平成２４年６月２１日（木） １０：００～１１：４５ 

２ 場所：総務省８階 第１特別会議室 

３ 出席者（敬称略） 

（１） 構成員（座長以外五十音順） 

森川 博之《座長》（東京大学先端科学技術研究センター 教授）、門脇 直人（独立行政

法人情報通信研究機構 ワイヤレスネットワーク研究所 研究所長）、神成 淳司（慶應義

塾大学環境情報学部 准教授）、田中 秀幸（東京大学大学院情報学環 教授）、福田 健

介（国立情報学研究所 アーキテクチャ科学研究系 准教授）、柳川範之（東京大学大学

院経済学研究科・経済学部 教授） 

 

（２）オブザーバ（五十音順） 

アレクサンダー・ ピュレガー（フォン・ジャパン株式会社 代表取締役社長）（代理：眞

島 宗一）、池田 武弘（株式会社ワイヤレスゲート 代表取締役 ＣＥＯ）（代理：成田 

徹）、井上 福造（東日本電信電話株式会社 取締役コンシューマ事業推進本部 ブロー

ドバンドサービス部長）（代理：村田 和也）、今井 恵一（社団法人テレコムサービス協

会 政策委員会 委員長）、大橋 功（イー・アクセス株式会社 執行役員 企画部 部長）、

奥山 八州夫（社団法人電気通信事業者協会 専務理事）、木下 剛（シスコシステムズ

合同会社 専務執行役員）、久保 忠敏（株式会社ケイ・オプティコム 常務取締役）（代

理：名部 正彦）、小林 忠男（ＮＴＴブロードバンドプラットフォーム株式会社 代表

取締役社長）、櫻井 浩（ＪＲ東日本メカトロニクス株式会社 駅設備システム本部 副

本部長）、笹田 亮（株式会社モビネクト 取締役）、武市 博明（一般社団法人情報通信

ネットワーク産業協会 常務理事）（代理：花岡 秀行）、立石 聡明（社団法人日本イン

ターネットプロバイダー協会 副会長）、藤田 元（ＫＤＤＩ株式会社 渉外・広報本部

長）（代理：大内 良久）、牧園 啓市（ソフトバンクモバイル株式会社 執行役員 技術統

括 副統括担当 兼 ネットワーク本部 本部長）、松本 修一（一般社団法人日本ケーブル

ラボ 専務理事）（代理：豊川 博仁）、吉澤 和弘（株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

取締役常務執行役員 経営企画部長）（代理：蜷川 哲也）、渡邊 泰治（ＦＲＥＥＳＰＯ

Ｔ協議会 主幹事 株式会社バッファロー 取締役）（代理：根本 将幸） 
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（３） 総務省 

桜井総合通信基盤局長、原口電気通信事業部長、古市事業政策課長、玉田消費者行政課

長、田原移動通信課長、齋藤データ通信課長、中西データ通信課企画官、中谷情報セキ

ュリティ対策室課長補佐、堀内データ通信課課長補佐、鈴木データ通信課課長補佐 

 

４ 議題 

○ 無線LANビジネス研究会報告書（案）について 

 

５ 議事録 

【森川座長】  それでは、本日もお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとう

ございました。 

 定刻となりましたので、無線ＬＡＮビジネス研究会、第６回を開催したいと思います。 

 それでは、議事に入る前に、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

【鈴木データ通信課課長補佐】  それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 本日、皆様のお手元には、座席表、議事次第の他、資料６－１、及び、構成員とオブザ

ーバーの皆様に参考資料として報告書の概要を配付しております。ご確認いただければと

思います。 

【森川座長】  ありがとうございます。 

 本日でございますけれども、お手元にあります報告書（案）のご審議をいただきたいと

思っております。前回、論点整理（案）についてご議論いただきましたけれども、それを

踏まえまして、本日報告書（案）を事務局で取りまとめていただきました。そのため、ま

ずは事務局のからこの報告書（案）に関して説明をいただきまして、その後の時間をすべ

てフリーディスカッションといった形で進めてまいりたいと思います。 

 それでは、報告書（案）につきまして、事務局からご説明をお願いいたします。 

【鈴木データ通信課課長補佐】  それでは、資料６－１でございます。おめくりいただ

きまして、まず目次でございます。 

 目次、第１章から第４章まで、４章立てにしてございます。１章が「無線ＬＡＮの現状」、

２章が「課題」、３章が「課題に対する対応」ということで、第４章において、第１章から

第３章までを総括する形で「無線ＬＡＮの健全な普及に向けて」ということで整理をして
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おります。 

 では、１ページ目、「はじめに」でございます。７つのパラグラフで記載してございます。 

 まず第１パラグラフ、無線ＬＡＮ機能を搭載したモバイル端末の普及背景とした無線Ｌ

ＡＮを利用する機会が増えており、利用機会の増大のことを触れております。 

 ２パラ目、公衆無線ＬＡＮは、近年多くの事業者等がサービスを提供しており、その提

供主体も多岐にわたっているといった提供主体の多様化について触れております。 

 ３パラ目は、無線ＬＡＮの具体的な活用方法を記載しております。具体的には、携帯電

話事業者のオフロードの取組や、自治体や商店街の取組、こういった活用方法を記載して

おります。 

 ４パラ目、こちらは無線ＬＡＮの提供に関しまして、様々な課題も出てきているといっ

た課題を触れております。 

 ５パラ目、研究会の目的を記載しております。一層の利用の拡大が見込まれる無線ＬＡ

Ｎについて、現状の整理を行うとともに、その安心安全な利用や普及拡大に関する課題の

整理を行いつつ、必要な方策の検討を行うといったことが目的でございます。 

 ６パラ目、こちらで検討のアプローチを書かせていただきました。無線ＬＡＮに関する

ビジネスは、無線ＬＡＮを提供する側のビジネスと無線ＬＡＮを活用する側のビジネスが

見られるが、本研究会においては、主に無線ＬＡＮを提供する側のビジネスに関する課題

を整理することにより、利用者の利便性と安心安全な利用を確保しつつ、無線ＬＡＮを提

供する側、活用する側、双方のビジネスの活性化を図るといったアプローチで検討を行っ

てまいりました。 

 最後、まとめでございますけれども、本研究会における検討結果を通じて、利用者の利

便性や安心安全の向上が図られるとともに、新サービスの創出やビジネスの活性化が進む

等、無線ＬＡＮの健全な普及発展に資することが期待されるというふうにまとめておりま

す。 

 ２ページ、第１章「無線ＬＡＮの現状」でございます。１、（１）、①「無線ＬＡＮとは」

ということで、具体的な説明は不要かと思いますけれども、３番目の白丸で、ＩＥＥＥ８

０２.１１グループで標準されたものが広く使用されていること。そして、４番目、Ｗｉ－

Ｆｉ Ａｌｌｉａｎｃｅによって相互接続性の認定テストに合格した製品にはＷｉ－Ｆｉ

認定ロゴが与えられているといった状況でございます。 

 ②番「無線ＬＡＮ普及の経緯」ということで、簡単に申し上げますが、無線ＬＡＮは実
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用化当初はあまり普及しておりませんでしたが、②番、近年多様な機器への無線ＬＡＮ機

能の搭載にあわせて、利用が増加しているということ。 

 ３番目、スマートフォンには無線ＬＡＮ機能が標準装備されている。こういう状況でご

ざいます。 

 ３ページ目の一番上の白丸、国内における無線ＬＡＮの出荷状況につきまして、２.４Ｇ

Ｈｚ帯の無線ＬＡＮについては約５億７,０００万台、５ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮについては

約１,７００万台となっております。 

 （２）「無線ＬＡＮとＩＥＥＥ８０２.１１規格」でございますが、無線ＬＡＮの規格に

つきましては、ＩＥＥＥにおいて整備が進められ、その中で無線ＬＡＮを担当しているＩ

ＥＥＥ８０２.１１グループがあります。そのグループの中で、伝送規格に関するものの他、

セキュリティに関するもの等、様々な規格が検討されている。 

 伝送規格に係る変遷につきまして、こちらは下の絵にもございますけれども、１１ｂ、

ａが最初に規格化され、その後１１ｇ、１１ｎがそれぞれ規格化されている、こういう状

況でございます。 

 ４ページでございます。（３）「無線ＬＡＮの特徴」。①、「無線ＬＡＮのメリット・デメ

リット」。 

 無線ＬＡＮは設置場所の自由度が高いですとか、利用端末も自由に移動可能といったメ

リットがあります。逆に、電波干渉や無線ＬＡＮ相互の輻輳が生じる場合があることや、

情報セキュリティ上の脅威にさらされるといったデメリットもあるます。 

 ３番目、国内における周波数帯は、２.４ＧＨｚ帯及び５ＧＨｚでございます。 

 ②番「２.４ＧＨｚ帯無線ＬＡＮの特徴」ということで、５ＧＨｚ帯無線ＬＡＮに比べ、

障害物の影響が少ないことや、屋外での使用が可能というメリットがある一方で、無線Ｌ

ＡＮ相互の輻輳が生じている状況でございます。 

 下の２つの丸は、その要因を記載しておりますので、説明は省略します。 

 ５ページ目、③番「５ＧＨｚ帯無線ＬＡＮの特徴」でございます。２.４ＧＨｚ帯無線Ｌ

ＡＮに比べまして、他局からの干渉が少ないというメリットがある一方で、一部の周波数

帯においては、屋内使用限定となっていること等のデメリットもございます。また、一部

の周波数帯の無線ＬＡＮについて、各種レーダーとの共用のために、ＤＦＳ機能の具備が

義務化されております。 

 下に概要が出ております。 
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 ２番、「無線ＬＡＮに関する規律等」でございます。（１）、①「電波法上の位置付け」と

いうことで、無線ＬＡＮは電波法上では一定の条件を満たすことを前提に、免許が不要で

あるということでございます。 

 ６ページの②番「国内基準の変遷」でございます。 

 ２.４ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮは、１９９２年に導入されておりまして、その後、周波数の

拡大、技術基準の見直し等を行ってきているということを記載してございます。 

 ５ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮにつきまして、２０００年に導入をされた後、２００５年と２

００７年に周波数の追加割り当てが行われていること、１１ｎの規格に合わせて技術基準

が見直されている、こういう状況でございます。 

 ③番「２.４ＧＨｚ帯・５ＧＨｚ帯以外のシステム」ということで、４.９ＧＨｚ帯と５.

０３ＧＨｚ帯を使用する無線ＬＡＮは、５ＧＨｚ帯無線アクセスシステムと呼ばれ、登録

局となっております。この他、２５ＧＨｚ帯及び６０ＧＨｚ帯もあるという状況でござい

ます。 

 （２）番「電気通信事業に関する規律」でございます。 

 ①「参入手続き」。最初の丸につきましては、原則、電気通信事業法の届出が要るといっ

たことを記載しております。 

 ７ページ２点目の丸になりますけれども、総務省では過去の事業の事例に関する資料を

体系的にまとめたものとして『電気通信事業参入マニュアル［追補版］』、これを作成しま

して、公表しているところでございます。 

 ②番「事業運営に際し必要な事項」ということで、電気通信事業を営む場合は、事業法

の関連規定を遵守する必要がある。例えば以下のような記述がございます。 

 ア「利用者保護」。事業法第１８条第３項、事業の休廃止に係る周知ということで、事業

の全部または一部を廃止する時に、事前に利用者に周知をしなければならない、こういう

規定がございます。 

 続きまして、「事業法第２６条（提供条件の説明）」ということで、一般消費者に対して

そのサービス内容等について説明を行う必要があるということでございます。 

 ８ページでございます。「事業法第２７条（苦情等の処理）」ということで、電気通信事

業者は、苦情について適切かつ迅速に処理しなければならない、こういった規定がござい

ます。 

 続きまして、イ「通信の秘密の保護等」ということで、こちら、少しボリュームござい
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ますので、簡単に申し上げます。 

 最初の丸でございますが、通信の秘密の保護の重要性を記載しております。 

 次の白丸で、こうした趣旨を受けまして、事業法第４条において、電気通信事業者の取

扱中にかかる通信の秘密を保護していることを記載しております。 

 一番下の丸につきましては、通信の秘密保護の範囲を説明しております。 

 ９ページの一番上の白丸でございますけれども、こちらは、通信の秘密を侵すとはどう

いうことかといったような具体的な記載をしております。 

 その下の丸でございますが、本人の同意がある場合や違法性が阻却される場合には、侵

害には当たらないことの説明をしております。 

 その下、「また」ということで、通信の秘密の漏えいがあった場合には、事業法第２８条

に基づいて総務大臣に報告しなければならないこと。 

 そして、その下、電気通信事業者の取り扱う情報の取り扱いにつきまして、「電気通信事

業における個人情報保護に関するガイドライン」が定められている、こういう状況でござ

います。 

 「なお」ということで、電気通信事業者の取り扱い中以外の通信の秘密も、有線電気通

信法、電波法によりそれぞれ保護されていることを記載しております。 

 では、１０ページでございます。３番「無線ＬＡＮの分類」ということで、（１）「主な

分類」でございます。以下に主な類型を提示してございますが、必ずしも１つの事業者が

１つの類型にのみ当てはまるということではなく、複数の類型に当てはまる場合もあり得

るということを留意いただければと思います。 

 ①「キャリア系事業者」ということで、４点書いておりますけれども、携帯電話事業者、

ＦＴＴＨを提供する事業者、ＷｉＭＡＸ提供事業者等がいるということでございます。 

 ②番「主として無線ＬＡＮサービスを提供する事業者」ということで、２番目の丸から

まいりますけれども、自らアクセスポイント等の設備を設置して提供する類型と、設備を

設置せずにローミング等により複数の無線ＬＡＮサービスを使用可能とする類型に大別さ

れるということで、１１ページの以下のアが前者であり、以下のイが後者ということでご

ざいます。 

 アにつきましては、利用者に直接サービスを提供する者と通信キャリア等にアクセスポ

イントの設備を卸提供している者がいるということでございます。 

 ２番目の丸と３番目の丸につきましては、利用者に直接サービスを提供する事業者の例
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でございます。 

 ４番目の丸につきましては、卸により提供する例示でございます。 

 その下、イ「アクセスポイント等の設備を設置しないで提供（アグリゲータ）」というこ

とで、自らはアクセスポイント等の設備を設置せずに、複数の他の無線ＬＡＮ事業者が提

供するサービスを再販等の形で統合してエンドユーザーに提供する事業者もいる。 

 ２点目の丸に「アグリゲータ」とありますけれども、その下にアグリゲータに関する説

明をしております。 

 ③番「アクセスポイント販売型、レンタル型事業者」、ア「販売型」ということで、こち

らは端的に言いますと、今のところ、ＦＯＮさんや、ＦＲＥＥＳＰＯＴさんがこれに該当

するということでございます。 

 ２番目の丸は、ＦＯＮさんの特徴を記載させていただいております。 

 １２ページでございます。こちらはＦＲＥＥＳＰＯＴさんの特徴を記載しております。

一番下の丸にＦＲＥＥＳＰＯＴに関係する団体として、ＦＲＥＥＳＰＯＴ協議会があると

いったことを記載しております。 

 次、イ「レンタル型」でございます。こちらは無線ＬＡＮのアクセスポイントを、販売

ではなくてレンタルという形態をとることにより、自らの所有としつつ、無線ＬＡＮサー

ビスの提供に一定の関与をするといった類型がございます。この類型では、無線ＬＡＮの

設置、保守・管理まで行っている場合もございまして、イベント会場ですとか、ホテルの

宴会場、こういったところで使われるという形態もございます。 

 次、④番「店舗、商店街、自治体」ということで、こうした主体が提供している類型も

あるということでございます。 

 （２）番「アクセスポイントの設置場所」ということで、店舗等の他、その他様々な場

所に設置がされている、こういう状況でございます。 

 （３）番「料金等」ということで、設置場所同様、多様でございます。 

 一番下の丸に、料金は、無料～約１,６００円／月程度でサービスが展開されており、３

００円～４００円／月とする事業者が多い状況でございます。 

 さらに今、１日を単位とした定額制の利用を可能としている事業者も結構ございまして、

１日１００円ということで提供する事業者もいるということでございます。 

 その他、無料で提供する例が下３つ書いてございますが、説明は省略します。 

 ４番「無線ＬＡＮの情報セキュリティ等」ということで、（１）、①、２つ目の丸のとこ
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ろで、「無線ＬＡＮの情報セキュリティ上の脅威として以下が挙げられる」ということで、

ア、イ、ウ、エとありますが、無線ＬＡＮ区間における情報窃取、他の端末からの不正ア

クセス、利用者端末へのなりすまし、不正なアクセスポイントにおける情報窃取というこ

とについて説明をしております。 

 １４ページでございます。一番目の丸、このように様々な情報セキュリティ上の脅威が

存することから、適切に情報セキュリティ対策をとる必要があるということで、その下の

丸には、不正な行為を行った場合に関係の法律で処罰されるというようなことが記述され

ております。 

 ②番「情報セキュリティの機能等」ということで、「前述のような脅威に対応するために

は、以下のような対策をとることが望ましい」。下表のように整理をしております。 

 １５ページでございますけれども、無線ＬＡＮの情報セキュリティ対策の機能としては、

暗号化、認証等があり、ＷＥＰ、ＷＰＡ／ＷＰＡ２としての複数の方式が定められている

が、ＷＥＰについては様々な脆弱性が指摘される等、既に情報セキュリティ対策としての

有効性を失っていることを認識する必要があるということでございます。 

 （２）番「フィルタリング」ということで、最初の丸がパソコンの場合、次の丸が従来

の携帯電話、ＰＨＳの場合、一番下の丸がスマートフォンから無線ＬＡＮを利用する場合

のフィルタリングサービスについて記述をしております。 

 １６ページ、「無線ＬＡＮの今後の動向」ということで整理をしております。 

 （１）「次世代無線ＬＡＮ規格」ということで、無線ＬＡＮの国際的な標準化活動におい

ても、ＩＥＥＥ８０２.１１ａｃの規格の制定に向けた検討が行われております。 

 １１ａｃの概要につきましては、こちら、①番から③番を整理しておりますけれども、

こうした技術要素を組み合わせることで、伝送速度１Ｇｂｐｓから３.６Ｇｂｐｓを実現す

るものであるということで、国内では情報通信審議会で議論が行われており、技術基準を

平成２４年度末までに策定する予定となっております。 

 また、６０ＧＨｚ帯においても、数Ｇｂｐｓの伝送速度を実現するよう、１１ａｄの規

格の制定に向けた検討が進められております。 

 一番下、「なお」ということで、無線ＬＡＮの主流は、親機、接続端末ともに５ＧＨｚ帯

対応への移行をするという見方もあるということを記述しております。 

 （２）番「Ｈｏｔｓｐｏｔ２.０」ということで、前回もいろいろと指摘がございました

けれども、現在、詳細を整理しております。次回に整理してお示ししたいと思います。 
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 １７ページ、第２章でございます。「無線ＬＡＮの課題」ということで、本章では、冒頭、

（１）から（５）まで、こういった事項について整理を行っております。 

 １「増大する移動通信トラヒック」、（１）、①「スマートフォンの出荷台数、契約数」で

ございます。 

 スマートフォンの世界出荷台数が２０１１年に約４.７億台ということで、我が国におき

ましても、２０１１年に出荷台数が約２,０００万台に達し、携帯電話総販売台数に占める

スマートフォン比率は２０１１年から半数を超えてきている状況にあります。 

 スマートフォンの契約数は２０１１年度末で２,５２２万契約と、前年度の約２.６倍に

なると予想されております。 

 おめくりいただきまして、１８ページ、②番「移動通信トラヒック」でございます。 

 移動通信トラヒックも増大しており、年間約２.２倍のペースで増加しているというよう

な表でございます。 

 表の下、以下の５つの丸につきましては、トラヒック増の要因のようなものを記載して

おります。スマートフォンにおいては、多様なアプリケーションがより長い時間利用され

る傾向にあります。その結果、その下の２番目の丸でございますけれども、利用基盤が今

後スマートフォンへ移行してくることが想定され、携帯端末のトラヒック増加の要因とな

ると見込まれております。 

 さらに、回線速度の高速化に伴い、動画等のコンテンツサイトが増加することも想定さ

れます。 

 例えばということで、携帯電話事業者の中には、スマートフォン向けに定額で動画や映

画コンテンツが見放題になるサービスを開始している例もあります。 

 このように、動画等のコンテンツ需用の拡大が一層進むことを踏まえまして、移動通信

トラヒックが２０１５年度末には２０１１年度末の１２倍になるといった予測もあります。 

 （２）番「携帯電話事業者によるオフロードの取組」でございます。携帯電話事業者は、

ネットワーク設備の増強、増大する移動通信トラヒックへの対応を進める中で、オフロー

ドに積極的に取り組んでいるということでございます。 

 具体的な取組として、公衆無線ＬＡＮサービスのアクセスポイントを増設しつつ、無料

で提供しており、宅内ルータをスマートフォン契約者に無料で提供しているということで

ございます。 

 この表の中に具体的に記述しております。 
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 一番下の丸、今後のオフロードの展開に関し、携帯電話事業者から、以下の考え方が示

されているが、利用者利便の向上、他事業者等に与える影響の観点からどのように考える

かというような課題がございます。 

 ２０ページでございます。「オフロードトラヒックの実態」ということで、携帯電話事業

者が行った調査によりますと、３Ｇと無線ＬＡＮトラヒックの比率が約８対２であること

が示されておりました。 

 次の丸でございますけれども、シスコシステムズ様の調査によると、２０１６年度には

全世界のモバイルルータ、モバイルインターネットのデータトラヒックのうち、約２０％

がＷｉ－Ｆｉオフロードに移行するというような結果も示されております。 

 （４）番「オフロードの取組に対する影響」ということで、オフロードの取組について、

オブザーバーからは、増大するトラヒック対策として理解を示す意見が比較的多く示され

ているものの、留意すべき事項が示されております。 

 ＦＴＴＨを提供する事業者等からは、固定電気通信事業者にとってトラヒック増加とな

り、今後自社固定網の増強を強いられることから、費用負担の考え方について検討する必

要性を指摘する意見が見られております。 

 また、アクセスポイントを無秩序に設置されると利用者の利便性が大幅に低下する可能

性があるため、ガイドラインが必要との意見や、携帯電話事業者各社のアクセスポイント

を開放することを求める意見も出ております。 

 その他、有料で公衆無線ＬＡＮサービスを提供する事業者との間の競争環境を懸念する

指摘も見られておりました。 

 ２番目、「無線ＬＡＮに係る電波の干渉・輻輳（混雑）の緩和」。 

 （１）「２.４ＧＨｚ帯における電波干渉、輻輳等の実態」ということで、こちらは前の

ほうの繰り返しになりますので、省略をいたします。 

 ２１ページ、（２）番「５ＧＨｚ帯の状況」ということで、こちらも２番目の丸からご説

明しますが、５ＧＨｚ帯の利用が可能なアクセスポイントは増えつつあるが、現状では端

末側の普及が進んでいない状況にある。しかし、携帯電話事業者も対応した携帯端末を増

やしていく考えを有している等、今後端末が増えていくと想定されます。 

 ２.４ＧＨｚ帯において生じている電波の輻輳等の実態を踏まえると、今後５ＧＨｚ帯の

利用を促進していくことが課題となります。 

 （３）番「アクセスポイントの設置」ということで、アクセスポイントの設置に際し、
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電波の輻輳回避を考慮して、輻輳回避対策を実施する事業者も見られております。 

 また、複数の事業者の公衆無線ＬＡＮサービスの提供を可能とする共用型アクセスポイ

ントが増えてきております。 

 次の丸、公衆無線ＬＡＮの普及促進を図るためには、事業者間での連携が図られる仕組

みが必要との意見もございます。 

 （４）番「店舗等施設オーナー側の対応」ということで、電波の干渉・輻輳の問題に関

し、店舗等施設オーナー側にも問題の存在や適切な対応等について理解が進むような取組

が必要と考えられる。 

 ２２ページでございます。ただし、店舗等施設オーナー側は、電波の干渉・輻輳の問題

を必ずしも十分に認識されていない場合もあるということでございます。 

 その下、事業者の中にはという意味ですが、店舗等施設オーナー側に電波の干渉・輻輳

に関する説明を行ったり、共用型アクセスポイントを提案している事業者も見られており

ます。 

 （５）番「安定通信の確保」ということで、電波の干渉・輻輳対策に関連して、無線Ｌ

ＡＮの品質の向上に努めていくことも重要であるということで、その下の２番目の丸、３

番目の丸に各社の取組を記載しております。 

 ３番「安心安全な利用の確保」、（１）「情報セキュリティに関する事業者の対応」という

ことで、公衆無線ＬＡＮサービスを提供する事業者等のアクセスポイントには、情報セキ

ュリティレベルの高い暗号技術や認証技術を活用したものがある一方、対応する暗号技術

がＷＥＰにとどまるものや、情報セキュリティへの対応をしていないものもある。 

 情報セキュリティの有無やレベルに関する利用者への周知について、利用者に分かりや

すく表示する取組も見られますが、全体として見れば、必ずしも十分に周知が行われてい

る状況にはないと考えられます。 

 （２）番「情報セキュリティに関する利用者啓発」ということで、無線ＬＡＮの情報セ

キュリティ等に対する利用者意識の向上のために周知等を行っている事業者と、特段行っ

ていない事業者が見られております。 

 総務省においては、「安心して無線ＬＡＮを利用するために」というガイドラインを作

成・公表しておりまして、普及啓発に努めておりますが、比較的リテラシーの高い、パソ

コン利用者等を対象としている状況にあります。 

 次、（３）番「通信の秘密に関する不適切事例」ということで、最初の丸では、通信の秘
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密を侵害した事例を記載しております。 

 その下の丸、このような状況にかんがみますと、通信の秘密保護に関する適切な対応等

について、必ずしも十分な理解が進んでいる状況にはないと考えられるということでござ

います。 

 （４）番、「フィルタリングに関する事業者対応」ということで、従来の携帯電話事業者

のネットワーク側で提供されているフィルタリングについては、スマートフォンから無線

ＬＡＮを利用した場合に、フィルタリングがかからない場合があります。 

 一方、スマートフォン端末等にフィルタリングソフトをインストールすることで、無線

ＬＡＮネットワークの種別を問わず、フィルタリングをかけることが可能となっているが、

現状においてはこうした対応が利用者に広く周知され、普及しているとは言えない状況で

す。 

 ４「災害時等における取組」ということで、（１）「災害時等における無線ＬＡＮの有効

性」ということで、災害時や非常時において無線ＬＡＮの整備等に取り組んでいくことが

重要であり、東日本大震災においては無線ＬＡＮが有効な通信手段として機能したことが

評価されております。 

 その下、利用者から具体的な声があったということを紹介しております。 

 ２４ページ、一番上の丸でございますけれども、「また」ということで、大学の学生・教

職員が国内外の大学間でシームレスに無線ＬＡＮを利用できる国際的なデファクトスタン

ダードのローミング基盤ｅｄｕｒｏａｍが、東日本大震災において連絡手段として有効で

あったことが報告されております。 

 （２）番「大規模災害発生時における取組」ということで、東日本大震災において、公

衆無線ＬＡＮサービスを無料開放した事業者や、仮設住宅に無料でインターネットを提供

する取組を行った事業者も見られております。また、今後同様に公衆無線ＬＡＮを無料開

放することを予定する事業者も見られております。 

 無料開放の基準につきましては、現時点において必ずしも明確な基準を有してはいない

が、今後の検討課題とする事業者ですとか、実際の災害時にはその状況に応じた対応を予

定している利用者が多い状況ではございます。 

 （３）「無線ＬＡＮの整備、活用等」ということで、東日本大震災後、被災地においては、

災害に強い情報システムとして、無線ＬＡＮ環境の構築を進める自治体もございます。 

 その下、公衆無線ＬＡＮサービスを提供する事業者とコンビニエンスストアが連携する
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例も見られております。 

 ５番「無線ＬＡＮを活用した地域活性化、ビジネス活性化」ということで、（１）「店舗、

商店街等と公衆無線ＬＡＮを提供する事業者等との連携」ということで、商店街や店舗等

が集客手段として無線ＬＡＮ環境を整備し、活用する事例が増えてきております。インタ

ーネットの接続に加え、オリジナルのポータルサイトを通じて、商店街等の店舗情報やク

ーポンを提供することで集客力の向上を図ろうとする事例も見られております。 

 （２）番「外国人観光客等の誘致を目的とした自治体の取組」ということで、外国人観

光客等にとって無線ＬＡＮを無料で利用したいというニーズがあります。こうした外国人

観光客等の誘致に取り組む自治体が公衆無線ＬＡＮサービスを整備する事例が見られてお

ります。 

 観光庁の例を少し挙げております。訪日外国人の集まる公共空間における無料の公衆無

線ＬＡＮの整備を促進する取組を観光庁で行っております。 

 「訪日外国人の消費者動向調査」というのを挙げております。インターネット、スマー

トフォンというのが旅行情報を入手する手段として役に立っているといったようなことが

結果として出ております。 

 一番下の丸、これも観光庁の資料によりますと、「外国人旅行者の日本の受入環境に対す

る不便・不満」では、無料公衆無線ＬＡＮの環境がないことが旅行中に最も困った事項で

あるとされているということでございます。 

 ２６ページの一番上にそうした結果が出ております。 

 その他、自治体の取組としまして、上から２番目が福岡市さんの例でございます。その

次が浦安市さんの取組の例でございます。 

 下の２つに課題のようなものを記載しておりますが、下から２番目は、外国人観光客等

が安心安全かつ便利にできる環境整備への配慮も今後課題であるのではないかと。 

 一番下に、「なお」ということで、自治体等が公衆無線ＬＡＮ環境の整備を促進する際、

円滑な整備促進を図る観点から、コスト面についての課題も指摘されている、こういった

状況でございます。 

 ２７ページ、（３）「無線ＬＡＮを活用したビジネスの活性化等」ということで、（１）、

（２）は、主に公衆無線ＬＡＮサービスを利用者に提供する観点からの事例でございまし

たが、今度は企業等が無線ＬＡＮの持つ機能等をビジネスに活用する事例ということで、

ア「Ｍ２Ｍ」サービスでございます。データの収集等を可能とするセンサーの小型化・低
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価格化を背景として、ネットワークによる情報収集・活用等が行われてきております。 

 自販機ですとか、様々な領域においてサービスが提供されてきております。 

 Ｍ２Ｍ通信サービスは、いろいろ書いておりますけれども、ゲートウェイ／デバイス等

のレイヤーにおいて、無線ＬＡＮを活用する事例も出てきております。 

 以下に事例を載せておりますけれども、最初の事例が農業での活用事例、次の事例がエ

ネルギー管理システムの事例でございます。 

 その下、イ「その他」ということで、こちらもかいつまんで申しますと、スタンプラリ

ー等を提供する事例や、海外において、業務用と公衆用を融合して活用する事例、競技用

のスタジアムで競技情報の提供等を行う事例もあるということでございます。 

 ２９ページ、第３章「無線ＬＡＮの課題に対する対応」ということで、具体的な対応に

ついてのご説明をします。 

 （１）「増大する移動通信トラヒックの対応」、（１）｢携帯電話事業者の対応についての

考え方｣。 

 携帯電話やスマートフォンは国民生活や経済活動等を支える重要な役割を果たしており、

移動通信トラヒックが増大している状況においても安定的なサービス提供が確保されるこ

とが重要である。 

 携帯電話事業者は、ネットワーク容量の増強等に取り組んできているところであるが、

スマートフォンの急速な普及を背景としたトラヒック量の増大に対処するため、周波数の

追加割り当てを行っているところであり、今後ともネットワーク容量の増強等を図りつつ、

安定的なサービス提供の確保に向けて取り組んでいくことが期待される。 

 無線ＬＡＮを活用したオフロードの取組は、携帯電話事業者にとって有効と考えられる

ものの、これを積極的に推進する場合には、以下に述べる様々な課題に取り組んでいく必

要がある。 

 （２）「今後の対応」、①「オフロードトラヒックの実態把握及び利用者への情報提供」。 

 現時点において移動通信トラヒックの需要量やオフロードトラヒックの割合の把握は十

分でなく、増大するトラヒックに関する課題への対応に資する観点からは、総務省におい

て、移動通信トラヒックの需要量とともに、オフロードトラヒックの実態についても把握

することを検討していくことが適当である。 

 携帯電話事業者においても、ネットワーク利用の動向等に関する情報提供に努め、利用

者の理解向上を図ることが適当である。 
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 ここで１点補足でございますけれども、関連しまして、総務省においても、オフロード

の実態把握のための調査を今実施しております。現在、それらに基づき、将来のトラヒッ

ク需要量とオフロードに関する推計を今取りまとめておりますので、次回にその結果をご

紹介したいと思っております。 

 次、②番「オフロードの取組における利用者利便の確保」ということで、携帯電話事業

者が設置するアクセスポイントが相当数を占める現状においては、無線ＬＡＮの整備や提

供方法に関し携帯電話事業者が適切な取組を進めることが利用者利益にかなうことを十分

踏まえることが必要である。 

 現在、繁華街等人が多く集まる場所においては、数多くのアクセスポイントが無秩序に

設置されており、公衆無線ＬＡＮサービスにつながりにくい状況が生じております。 

 携帯電話事業者がオフロードの取組を進めるに当たっては、無秩序にアクセスポイント

を設置して利用者の利便性の低下を招かぬよう、十分配慮していく必要があり、具体的に

は次のページに記載する対応が望ましいと考えられる。 

 ③番「携帯電話事業者以外の事業者に与える影響」ということで、オフロードトラヒッ

クに関する費用負担の問題については、オフロードトラヒックの実態も踏まえつつ、今後

検証していく必要があると考えられる。 

 携帯電話事業者が無料で公衆無線ＬＡＮサービスを提供することの影響について、有料

で公衆無線ＬＡＮサービスを提供する事業者からは、現状では大きな影響はないとの意見

でありますが、今後とも市場環境の動向を注視していく必要があると考えられる。 

 ３１ページ、２番「無線ＬＡＮに係る電波の干渉・輻輳（混雑）の緩和に向けた対応」

ということで、電波の干渉・輻輳（混雑）緩和の問題について、利用者利便の向上、電波

の有効利用等の観点から、今後事業者、利用者全体で問題意識を共有していく必要がある

と考えられる。 

 （２）「５ＧＨｚ帯の利用促進」。今後５ＧＨｚ帯の利用を促進していくことが重要であ

り、そのためには特に５ＧＨｚ帯に対応するアクセスポイント、端末の普及が重要であり、

今後関係者においてその役割に応じた取組を進めていく必要があると考えられる。 

 新しい技術の活用を促進していく視点も重要である。５ＧＨｚ帯における次世代高速無

線ＬＡＮについて、日本でも２０１３年度以降、利用が本格化していくことが見込まれて

おります。 

 このように新しい技術が開発され、周波数を有効に使うことにより、電波の混雑緩和に



 -16- 

つなげていくという技術的な観点からの取組についても検討していくことが期待される。 

 （３）番「公衆無線ＬＡＮサービスのアクセスポイントの設置」ということで、アクセ

スポイントの設置は、各事業者が自由に設置していくことが基本であるが、駅、空港、繁

華街等の人が多数集まる場所、パブリックスペース等においては、電波の輻輳等に配慮し

てアクセスポイントを設置していくことが重要であり、適切なチャンネル配置や置局設計

等の取組を推進していくことが有効と考えられます。 

 パブリックスペース等においては、共用型アクセスポイントについても有効な電波・輻

輳対策の手段となり得る。このため、こうした場所においては、できる限り共用型アクセ

スポイントを活用していくことが望ましいと考えられる。 

 （４）番「事業者関連携の必要性」ということで、パブリックスペース等におけるアク

セスポイントの設置のあり方等について、事業者間で協調・連携を図っていくことが重要

である。 

 パブリックスペース等においては、個人や店舗が設置するアクセスポイント、モバイル

Ｗｉ－Ｆｉルータ等の影響も想定されるが、少なくともアクセスポイントを設置する事業

者間で協調・連携していくことが望ましい。 

 事業者間の連携・協調については、パブリックスペース等におけるアクセスポイントの

設置の問題等について、後述する連絡会等を設置し、具体的な取組を進めていくことが有

益と考えられる。 

 「その他の望ましい対応」ということで、公衆無線ＬＡＮサービスの円滑な利用に当た

っては、店舗等施設オーナー側に電波の干渉や輻輳が生じるリスクを十分に説明していく

ことが望ましいと考えられる。 

 その他、電波の輻輳等が発生する場合に、通信が不安定になることや、スループットの

低下が生じる場合もあるため、安定した通信が確保できる技術の活用等の取組も有効と考

えられる。 

 ３３ページ、３番、安心安全な利用の確保に関する対応」ということで、（１）「公衆無

線ＬＡＮ事業者等による適切な対応」。 

 無線ＬＡＮの利用に際して適切な情報セキュリティ対策がなされていない場合、情報セ

キュリティ上の脅威にさらされることになる。 

 無線ＬＡＮが今後広く普及していくことを踏まえると、公衆無線ＬＡＮサービスを提供

する事業者等において、ＷＰＡ／ＷＰＡ２等で利用されている、より安全性の高い暗号化
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方式やＩＥＥＥ８０２.１ｘ認証等の適切な認証方式に対応したアクセスポイントによる

情報セキュリティ対策を推進していくことが望ましいと考えられる。 

 他方で、無線ＬＡＮの情報セキュリティと利用者の利便性は、現状においてトレードオ

フの関係にあるとの指摘もあるが、いずれにしても、利用者には情報セキュリティに関す

る情報提供が適切に行われる必要がある。 

 （２）番「利用者への適切な情報提供」。情報セキュリティ対策の有無や、どのような情

報セキュリティ機能が設定されているかについて、利用者が確認・理解した上で、公衆無

線ＬＡＮサービスを利用できることが重要である。 

 スマートフォンから公衆無線ＬＡＮサービスを利用する場合、その接続の際に情報セキ

ュリティ対策の有無に加えて、その種類が表示されるような機種もございます。 

 ３番目の丸、情報セキュリティ対策の有無や、どのような情報セキュリティ機能が設定

されているか等の情報は、利用者にとって、当該無線ＬＡＮサービスを利用する、しない

を判断する重要な要素となるため、公衆無線ＬＡＮサービスを提供する事業者等において、

これを自社のホームページや利用申し込み時にウェブ画面、パンフレット等で利用者に分

かりやすく周知する必要があると考えられる。 

 （３）「利用者への啓発活動の充実」、①「利用者のリテラシーの向上」。 

 無線ＬＡＮの情報セキュリティについて、利用者のリテラシーの向上を図っていくこと

が重要である。 

 公衆無線ＬＡＮサービスを提供する事業者等においては、情報セキュリティ対策がなさ

れていないアクセスポイントが脅威にさらされていることや、情報セキュリティ機能の違

い等について、利用者に対して積極的に周知啓発を図っていくことが望ましいと考えられ

る。 

 ②番「ガイドラインの改訂等」。総務省が策定している「安心して無線ＬＡＮを利用する

ために」について、昨今の技術動向の変化やスマートフォンからの利用等を踏まえ、同手

引書の改訂を行う必要がある。 

 今後改訂後の同ガイドラインを活用し、一層の利用者啓発を行っていくことが重要であ

り、また、企業等の組織や無線ＬＡＮを導入・運用する際に、情報セキュリティポリシー

に応じて実施すべき事項をガイドラインとしてまとめることも有益と考えられる。 

 （４）「通信の秘密等」ということで、２番目の丸からでございますが、公衆無線ＬＡＮ

サービスを提供する事業者等は、通信の秘密保護について適切に対応することが求められ
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る。 

 無線ＬＡＮサービスの提供を通じて取得した利用者情報の取り扱いについては、個人情

報保護等に係る法令やガイドラインを踏まえ、取扱いのポリシーをあらかじめ定めて公表

することが望ましく、みだりに網羅的な情報収集や第三者提供をすべきではないことに十

分配慮する必要がある。 

 ３番目、行政においては、今後多様な事業者の参入も想定される状況においては、安心

安全なサービスの提供を行うために、通信の秘密保護や個人情報保護等に係る法令や既存

ガイドライン等について、総務省においてさらなる周知を図ることが有益と考えられる。 

 ３５ページ、（５）「フィルタリング」。 

 昨年１０月に総務省において公表した「青少年が安全に安心してインターネットを利用

できる環境の整備に関する提言」においては、各携帯電話事業者、販売代理店及び端末販

売事業者は、無線ＬＡＮ接続機能の有無及び無線ＬＡＮ接続時のフィルタリング等につい

て、利用者に説明を行うことが求められている。この提言を踏まえ、携帯電話事業者にお

いても、無線ＬＡＮ接続時の注意点等の周知強化を進めるとともに、機能制限アプリやフ

ィルタリングソフトの周知・利用推奨行っているが、利用者側においてこうしたソフトに

よる対応が進んでいるとは言えない状況であり、今後は普及拡大に向けた更なる取組の強

化が求められる。 

 利用者・保護者に対しては、無線ＬＡＮの利用時に対応策をとらないとフィルタリング

がかからない点や、具体的な対応策についての注意喚起に加え、より一層の分かりやすい

説明を行うことが必要である。 

 また、フィルタリングソフトをなるべく簡便に利用できるよう、ソフトの設定方法、利

用手順の改善に向けて、関係事業者が連携して対応していくことが求められる。 

 ４「災害時等における」、（１）「災害時等における無線ＬＡＮの有効性」ということで、

今後とも災害時等における無線ＬＡＮの有効性についての認識を広く共有していくことが

望ましいと考えられる。 

 災害時等を想定したシステムを構築するに当たり、災害時等専用システムでは実際の災

害時等に対応できないため、平常時と同じ設定で利用可能にしておくといった対応が重要

である。 

 学校や公民館等の公的施設は、災害時等における避難所としての役割も期待されており、

こうした施設が有する無線ＬＡＮを利用することも効果的と考えられる。災害時等を想定
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して、無線ＬＡＮの整備のあり方の検討や、具体的な利用手順の整理、それらを支える人

材の確保等をしていくことも重要と考えられる。 

 また、大規模災害時のネットワークアクセス手段の確保の観点から、大学間ローミング

と公衆無線ＬＡＮとの連携は重要であり、災害時等における開放も含めて技術的な検討が

進んでいるとの報告があり、今後こうした動向も注視していく必要があると考えられる。 

 （２）番「大規模災害時等発生時における公衆無線ＬＡＮの無料開放の推奨」というこ

とで、大規模災害等が発生した際に、公衆無線ＬＡＮサービスを無料開放することを予定

する事業者も多く見られ、今後もこうした取組を推奨していくことが望ましいと考えられ

る。 

 無料開放する場合の基準につきましては、現時点において明確な基準を有している事業

者は見られませんが、一律にこれを定めた場合に柔軟な対応を阻害することも想定される

ため、当面は災害の規模等を勘案して、事業者が個別に判断していくことも考えられる。 

 なお、実際に災害等が発生した際に、無料開放を実施するまでに要する時間について、

災害等発生後、速やかな実施が可能であるとする事業者が見られるが、今後こうした対応

の可能性についても留意していくことが望ましいと考えられる。 

 （３）「必要な情報提供等」。無料開放する場合、その対象となる地域の範囲や期間等は、

無線ＬＡＮサービスを提供する事業者が判断していくこととなるが、具体的な周知の方法

について検討する枠組みを設けることも有益と考えられる。 

 その際、利用者が被災者・救援者双方の視点から検討する必要があり、特に救援者は、

国内外を問わず様々な地域から被災地等に赴くため、被災地等において無料で使える無線

ＬＡＮをどうやって見つけ出すか等について事前に周知等をしておくことが復旧時の迅速

な対応のために非常に有効である。 

 ５「無線ＬＡＮを活用した地域活性化、ビジネス活性化に向けた対応」、（１）「ベストプ

ラクティス及び課題の共有」ということで、無線ＬＡＮに関するこれまでの先進的な取組

や課題を整理・共有し、今後の取組に生かしていく視点も重要である。 

 無線ＬＡＮに関するビジネスには、無線ＬＡＮを提供する側のビジネスと無線ＬＡＮを

活用する側のビジネスが見られるが、今後関係者において、既存の事例等も参考にしなが

ら、取組を進めていくことが有益と考えられる。 

 ビジネスに関する取組については、適時に情報発信が行われ、関係者間で情報共有され

ることが、地域活性化、ビジネス活性化の観点からも重要と考えられる。 
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 この点に関し、関係者において情報交換等ができる仕組みを検討していくことも重要で

ある。例えば後述する連絡会等でホームページを作成し、公表していくこもと有効と考え

られる。 

 なお、公衆無線ＬＡＮの整備は、基本的には各事業者等、それぞれの創意工夫とイノベ

ーションより行われるものであるが、地域活性化等の観点から整備が行われる場合には、

事業者等の負担、採算性、公的支援の負担を踏まえた判断が必要となる。 

 （２）「産業の活性化への展開」。無線ＬＡＮは今後多様なデバイスに機能が搭載され、

その利用があらゆる産業分野に広がり、さらに加速されていくことが想定される。 

 また、無線ＬＡＮが単にインターネットに接続するサービスだけでなく、その地域や分

野において情報の受発信が活発にリアルタイムで行われるようになることにより、今後

様々な産業分野の持つ方向性がさらに広がり、これを通じて産業の活性化が図られること

が期待される。 

 例えば医療や介護の分野において、あらゆる場所で移動情報や健康情報を受発信できる

ことにより、ビジネスの範囲が拡大し、産業の活性化にもつながるものと考えられる。 

 また、ワイヤレスブロードバンドにつながる環境の実現が情報の受発信の円滑化に寄与

すると考えられ、高速化を続ける無線ＬＡＮの普及も今後一層重要になると考えられる。 

 このように、無線ＬＡＮサービスの利点は、その時・その場所に応じた情報の受発信の

ツールとしても活用されつつあり、今後もワイヤレスブロードバンド環境が確保される中

で、様々なサービスの創出や産業の活性化に資すると思われる。 

 最後、第４章でございます。「無線ＬＡＮの健全な普及に向けて」ということで、本章で

は、前章までの整理を踏まえて、今後の無線ＬＡＮの健全な普及に向けて、利用者利便の

向上や無線ＬＡＮ事業の円滑な遂行に資する観点から、関係者において取り組むべき事項、

具体的事項について整理を行っております。 

 １番「利用者利便の向上」ということで、スマートフォンから無線ＬＡＮを利用する場

合に、操作の容易性等については課題が指摘されており、携帯電話事業者は各種の取組を

行っております。 

 その具体例としまして、２番目、より簡易に設定可能となるよう、必要なアプリケーシ

ョンの提供、店舗スタッフによる設定サポート等の取組を行っている。 

 また、電池の消耗が激しいとの問題があり、これを改善する取組や、自動的に３Ｇ、Ｗ

ｉ－Ｆｉを切りかえる技術をスマートフォンに導入することにより、いずれの通信もでき
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なくなる状態を解消する取組等も見られております。 

 今後の無線ＬＡＮの健全な普及に向けて、利用者の利便性を高めることは重要であり、

現在行っている取組等を通じて、無線ＬＡＮの利便性が向上していくことが期待される。 

 ２番「利用者への適切な情報提供」ということで、公衆無線ＬＡＮサービスは、提供事

業者やアクセスポイントの設置場所等の違いにより、バックホール回線、情報セキュリテ

ィの程度等に違いが見られる状況にあります。 

 無線系バックホール回線の拡大により、利用者にとって公衆無線ＬＡＮのサービス品質

が分かりにくい面があるため、サービスレベルがわかるような仕組みや取組が必要との意

見もございます。 

 こうした意見に対し、セキュリティレベルの明確化は可能・必要との意見が比較的多い

反面、速度については、電波環境や利用者の数、利用状況等により大きく変化するため、

表示するメリットはない等の意見も見られております。 

 利用者利便の向上の観点から、公衆無線ＬＡＮのサービス品質について、公衆無線ＬＡ

Ｎサービスを提供する事業者においてできる限り利用者が知り得るよう努めていくことが

望ましいと考えられる。 

 なお、情報セキュリティについては、３３ページで言及しておりますが、利用者に適切

に周知する必要があると考えられる。 

 ３番「無線ＬＡＮ事業者の円滑な実施のためのガイドラインの策定」でございます。 

 公衆無線ＬＡＮサービスについては、今後も更なる事業者の参入が想定されます。現状

においては、無線ＬＡＮの提供に際しての課題も見られるところであり、今後事業者の円

滑な事業展開を図りつつ、利用者が安心安全なサービスを享受できる環境づくりが重要と

考えられます。 

 このため、総務省において、公衆無線ＬＡＮサービスの事業運営に際し留意すべき事項

や望ましい事項等をガイドラインとして定め、関係者に広く周知啓発を行っていくことが

有益と考えられる。 

 なお、ガイドラインには、利用者への情報提供に関する事項、利用者の安心安全な利用

に関する事項、事業者の法令遵守に関する事項、電波の輻輳対策に関する事項等について

定めることが考えられるが、その作成に当たっては、無線ＬＡＮのアンライセンスである

ことをメリットとした発展性や自由な発想を阻害することないよう留意することが必要で

ある。 
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 ４番「事業者間等で連携・協調できる枠組み」。 

 無線ＬＡＮの一層の普及に伴い、電波の輻輳対策や安心安全な利用に関する具体的な利

用者啓発のあり方について、今後事業者間で連携・協調していく必要性も高まっていくと

考えられる。 

 家庭の無線ＬＡＮの第三者利用を情報セキュリティ上の観点から原則禁止しているＩＳ

Ｐが多いとの指摘や、無線ＬＡＮに関する課題について民間の自主的なルールづくりが必

要との意見も見られております。 

 さらに、ベストプラクティスや課題について、関係者において情報交換等ができるよう、

ホームページ等で公表していくことも有効と考えられます。 

 以上を踏まえ、無線ＬＡＮをめぐる諸課題について、事業者間等で意見交換や情報交換

を通して連携・協調できる枠組みとして、例えば関係者による自主的な連絡会、または協

議会を設置し、取組を進めていくことが有益と考えられる。 

 具体的には、無線ＬＡＮサービスを提供する事業者等の自由な参加を基本としつつ、今

後の無線ＬＡＮ事業の健全な普及を図るため、検討段階・項目に応じて、関係団体、端末

ベンダー、店舗等施設オーナー、ユーザー企業、自治体等、多様な関係者が参加できるこ

とが望ましいと考えられる。 

 最後、４０ページ、５番「行政手続の明確化」でございます。 

 公衆無線ＬＡＮサービスへの参入に当たり、この行政手続の要否等が分かりにくいとの

指摘がありました。 

 従来事業者の理解に資するよう「電気通信事業マニュアル」を定め、公表しております

けれども、これを見直す必要がある。 

 また、時代の変化に応じてサービスの提供形態が多様化しており、必要に応じ、規定の

明確化を図る等の観点から、省令等の関係規定について見直しの検討を行う必要があると

いうことでございます。 

 ４１ページ以降は参考ということで、参考１「諸外国における無線ＬＡＮの発展動向」

ということで整理をしております。後ほどご確認いただければと思います。 

 ４５ページ、参考２ということで、「諸外国における無線ＬＡＮに関する最近の動向」と

いうことで、こちら、もう少し整理をしたいと思いますけれども、現状わかっている範囲

で整理をさせていただきました。説明は省略しますが、確認いただければと思います。 

 駆け足になりましたが、説明は以上でございます。 
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【森川座長】  ありがとうございました。鈴木補佐、ご説明ありがとうございました。 

 それでは、残りの時間でフリーディスカッションとさせていただきます。本日は、オブ

ザーバーの皆様方もご参加いただいておりますので、オブザーバーの皆様方からもご自由

にご意見等をいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 フリーディスカッション、進め方でございますが、それぞれ章ごとに、第１章、第２章、

第３章、第４章という形で、章ごとに順番に議論を進めて、最後に全体を通してといった

ような形で進めてまいりたいと思います。 

 それでは、まず第１章につきまして、無線ＬＡＮの現状、概況とか規律、あるいはサー

ビス分類、情報セキュリティ、あるいは今後の動向という、１６ページ目ですけれども、

何かお気づきの点等はございますか。 

 第１章に関しましては、粛々と事実を述べているというところだと思います。よろしい

ですか。 

 何かお気づきの点等ございましたら、最後でも結構ですので、お知らせいただければと

思います。 

 それでは、第２章の無線ＬＡＮの課題、こちらはいかがでしょうか。増大する移動通信

トラヒック、あるいは干渉・輻輳の緩和、安心安全な利用の確保、災害時における取組、

最後に地域活性化あるいはビジネス活性化といったような節でまとめております。 

 いかがでしょう、第２章。こちらも事実ベースでの説明になっているかと思いますけれ

ども。 

【ケイ・オプティコム（名部様）】  特に意見ということではございませんが、参考情報

として申し上げます。まず、オフロードトラヒックが固定に与える影響ということで論点

として取り上げていただいてありがとうございます。参考情報を申し上げますと、例えば

ｉＯＳのような携帯の電話のバージョンアップをした際の当社のトラヒックを前日と比べ

てみますと、１０％弱程度、前日よりも増えるという状況にあります。我々としてはあく

まで総量でしか見ませんが、これはやはり携帯起因のトラヒックがある程度大きいという

ようなことを示しているのかなと思いまして、こちら、３章になりますけれども、まずは

状況を確認していくというような内容が必要だと思っております。 

【森川座長】  ありがとうございます。今のお話は、ｉＯＳのアップデートが始まった

日、もしくは次の日に１０％程度増えているということでしょうか。 

【ケイ・オプティコム（名部様）】  そうでございます。これは、今申し上げたことだけ
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ですので、Ｗｉ－Ｆｉにオフロードされたとか、元々パソコンからアクセスされたとか、

携帯ではなくタブレットからアクセスされたというところはございますが、ある程度の規

模でトラヒックが発生していそうだということです。トラヒックを見る際に、平均的なト

ラヒックもあると思いますが、そういった一時的な急増にもネットワークとしては対応し

なければいけませんので、そのあたりも事実を確認していく中で重要かなと思った次第で

す。 

【森川座長】  ありがとうございます。他には何かございますか。 

 それでは、また何かお気づきの点等ございましたら、こちらに関しても最後でお知らせ

いただければと思います。 

 それでは、第３章、無線ＬＡＮの課題に対する対応としまして、トラヒックへの対応、

あるいは干渉・輻輳の緩和に向けた対応、安心安全な利用の確保に関する対応、災害時等

における対応、無線ＬＡＮを活用した地域活性化、ビジネス活性化に向けた対応といった

形で、それぞれ第２章とペアになるような形で、第２章で課題を示して、第３章でそれに

対する対応を記しているというところでございますが、いかがでしょうか。 

【情報通信ネットワーク産業協会（花岡様）】  よろしいでしょうか。 

【森川座長】  どうぞ。 

【情報通信ネットワーク産業協会（花岡様）】  ＣＩＡＪの花岡です。３６ページ、３７

ページに、無線ＬＡＮを活用して、地域活性化であったり、ビジネス活性化であったりと

いったような取組に展開していきましょうということで、非常に前向きな書きぶりをして

いただいて、非常にいいなと思っています。その中で、３７ページの（２）の産業活性化

への展開の中で、③の３番目ですけれども、ここの例示されている内容の中で、人が存在

しているあらゆる場所でといった書きぶりになっていますが、どちらかというと、あらゆ

る場所というのは３Ｇ対応であって、Ｗｉ－Ｆｉはスポット的な対応かなと思いますので、

この辺に少し違和感がございます。また、緊急時に医療介護といったような記載がござい

ますが、これは多分、災害時を想定しておらず、緊急医療を想定していると思いますが、

災害をイメージしてしまうと、その後のビジネスの範囲にという、災害がビジネスかとい

ったような違和感がございますので、書きぶりを注意していただければよいかなと思って

います。 

 以上です。 

【森川座長】  ありがとうございます。そうですね、ご指摘のとおり、あらゆる場所と
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いうものも含めて、別の見方をされてしまう書きぶりになっているかと思いますので、そ

のあたりは的確にいただければと思いますがいかがでしょうか。 

【鈴木データ通信課課長補佐】  ここは、前回、神成先生からもご指摘があり、記述し

た点でございます。あらゆる場所に線を引いたので、少し誤解があるかもしれません。人

がそれぞれいる場所という意味だと思いますが、ご懸念の点があるとすると、検討したい

と思います。 

【森川座長】  ありがとうございます。他にはいかがですか。どうぞ。 

【シスコシステムズ（木下様）】  シスコの木下です。今意見の出されたポイントですが、

実際に医療の現場では、緊急医療も含めて、医療機器の間で取り扱われているコードをな

くしましょう、無線化しましょうという流れが起きております。ここにある緊急時という

のはまさにそうでして、緊急で運ばれた患者さんに対し、例えばいろんな医療器具を使う

際に、今はコードが機器についているがゆえに、とり回しが煩雑であったり、緊急措置に

対する時間的な影響を受けたりするところを、何とか改善していこうという中で、無線Ｌ

ＡＮを技術的に医療現場にも使おうということが検討されています。そういうことも意識

して、ここを修正される時には、必ずしも災害時だけではないということを、読み取れる

ようにしておいていただいたほうがよいかなと思いました。 

【森川座長】  分かりました。 

【シスコシステムズ（木下様）】  もう一ついいですか。 

【森川座長】  どうぞ。 

【シスコシステムズ（木下様）】  ３６ページ目の大規模災害等発生時における公衆無線

ＬＡＮサービスの無料開放の推奨ということで、前回意見させていただいた内容を反映し

ていただいて大変ありがたいと思います。２章にも関わりますが、実際に災害時における

無線ＬＡＮの有効性は、ここに書かれていますように、いろいろなところで確認されてお

ります。今後の課題への対応という３章の立てつけを見た時に、一番望まれるのは、あら

かじめ無料で利用できる公衆無線ＬＡＮのＳＳＩＤを決めておくことかと思います。なぜ

かと言いますと、各事業者さんが無料開放されたとしても、仮に医療現場の場合は、仮設

診療所すべてに無料で利用できる環境が開放されているわけではないので、例えば午前中

にある診療所に入り、午後に次の診療所に移動された時に、そこで同じ事業者さんが開放

していないと、ＳＳＩＤをまた見つけ直し、設定するというようなことが起きます。一番

望まれるのは、例えば日本で大規模災害があった時に、利用できる無線ＬＡＮのＳＳＩＤ
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をあらかじめ、例えば支援といった名前にしておくと、どこに行っても、ボランティアや

災害支援の方々がその名前を端末で見つければ利用できる。そういう環境が実現されると、

提供される側の方にとっても、目的を達成する上でよいのではと思いました。 

 書き方として、情報提供等ということで（３）にも書いていただいていますが、周知の

前に、あらかじめこういった災害支援のために使われる無料の公衆無線ＬＡＮのＳＳＩＤ

を、関係者の間で決めるというのは非常に重要ではないかということでコメントさせてい

ただいております。 

【森川座長】  ありがとうございます。これは、今のご指摘、含めるか、含めないのか

というのは、この文言の中では、３の具体的な周知の方法について検討するというところ

に入るという理解でいいですか。 

【シスコシステムズ（木下様）】  （２）か（３）か、どちらが良いのか迷うところです

が、（２）のほうが、無料開放する場合の基準等について触れられておりますので、そちら

の中で、今申し上げましたような、あらかじめ災害支援の目的で利用できるＳＳＩＤ等を

決める等を検討することは有効ではないかという形で書いていただいたらと思います。 

【森川座長】  なるほど。今の点いかがでしょうか。 

【ＦＲＥＥＳＰＯＴ協議会（根本様）】  よろしいですか。 

【森川座長】  どうぞ。 

【ＦＲＥＥＳＰＯＴ協議会（根本様）】  ＦＲＥＥＳＰＯＴの根本でございます。非常に

おもしろいご意見だと思います。しかし、例えばアクセスポイントのＳＳＩＤを遠隔で集

中的に設定できるような環境ではできますが、例えば、私どものＦＲＥＥＳＰＯＴ協議会

のメンバーのような、それぞれの店舗設置のもので、そのＳＳＩＤに変えないといけない

といった形になってしまうのは、どうなのかなと思います。例えば大規模なキャリア様の

ところでそういったルールを作ることはありだと思いますが、それをルールにしなければ

いけないとなると、ちょっとどうなのかなというような気がいたしました。 

【森川座長】  どうぞ。 

【シスコシステムズ（木下様）】  いいですか。すいません。強要はできないと思います

ので、あくまでも推奨という形だと思います。あらかじめ日本として、ＳＳＩＤみたいな

ものを災害支援やインターネットといった名前で仮につけておくことで、それに対応でき

る方々はそういうものを採用する、対応できない方々は個別の対応を提起されてはと思い

ます。 
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 ご参考までに、ＵＮやＩＧＦ等でもこのような議論をしております。やはり医療だけで

なく、災害復興支援の時に協力する関係団体の中で、無線ＬＡＮの端末利用というのは非

常に重要性が増してきているので、そのような名前をあらかじめ、決められないかという

議論があることもあわせてご案内させていただきます。まだ結論は出ておりませんが、そ

ういう議論がされております。 

【森川座長】  ありがとうございます。 

 そういたしましたら、今のご指摘に関しては、やわらかい形で何かを示すということで、

ＳＳＩＤという言葉まで踏み込むかどうかも含めて、ご検討いただけますでしょうか。 

【鈴木データ通信課課長補佐】  分かりました。 

【森川座長】  それでは、他に何かございますか。どうぞ。 

【ＦＲＥＥＳＰＯＴ協議会（根本様）】  たびたびすみません。根本です。２９ページの

一番下の部分で、繁華街等人が多く集まる場所においては、多数のアクセスポイントが無

秩序に設置されており、電波の輻輳により公衆無線ＬＡＮがつながりにくい状況が生じて

いると記載されていますが、電波の輻輳と無線ＬＡＮのつながりにくさが、アクセスポイ

ントが無秩序に設置されていることにより発生している、という因果関係については、こ

れまで多分議論されてないと思います。実際、例えばバッファローの社内では、アクセス

ポイントは社内に数多くありますが、普通に無線ＬＡＮが使えている状況です。ですから、

例えば繁華街でつながりにくいのは、その周りにスマートフォンを持った人間が５００人

いること自体が実際の要因という話であれば、アクセスポイントを減らしたとしてもやは

りつながらないと思います。そこは見極めた上でやらないと、例えば共用型にしましょう

という対策をした後に、結局スマートフォンを持っている人が多いからつながらないとい

うことであれば、対策自体が意味がないという可能性があると思うので、ここの部分は、

技術的にも議論をした上でやったほうがいいと感じます。 

【森川座長】  ありがとうございます。今の点、いかがですか。例えば今のご指摘は、

共用型のアクセスポイントにするとどれだけ効率的になるのかと少し関係したご意見です

よね。 

【ＦＲＥＥＳＰＯＴ協議会（根本様）】  そうですね。共用型にすると、無線ＬＡＮの電

波環境としてはきれいになりますが、共用型のアクセスポイントの処理能力を超えてしま

ってはやはり通信できないので、インターネットにつながる、つながらないという話は、

無線ＬＡＮにつながる、つながらないと別の話だと思います。 
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【森川座長】  今の点、いかがでしょうか。 

 これは、福田先生、どんな雰囲気ですかね。例えば共用型にすることでどのぐらい効率

が改善されるか。 

【福田構成員】  つながらないかどうかというのが本当なのかというのは、確かにそう

いう気はすごくしていて、今回の研究会でもいろいろご説明があった時に、屋内の話は、

まあ、いいねという話は多くあったと思いますが、結局、町中でどの程度使えるのかとい

ったデータが欠けている気がしております。データをとっていくのが大事であり、そうい

うところをやったほうがいいという印象は持ちました。 

【森川座長】  ありがとうございます。今の無秩序に設置されているというところです

が、確かにこの文言だと、無秩序に設置されているからつながりにくいと。無秩序になっ

ているのも１つの要因ではあるので……。 

【森川座長】  そのあたり、何かしら、１つの要因といった形で文言の修正をお願いで

きますか。 

【鈴木データ通信課課長補佐】  分かりました。確かに無秩序に設置されているから、

直ちに輻輳が生じている、つながりにくいということでもないのかもしれません。検討し

たいと思います。 

【森川座長】  他に何かございますか。 

 それでは、第４章ですけれども、無線ＬＡＮの健全な普及に向けて。こちらは、それぞ

れ節として、利用者利便の向上、利用者への適切な情報提供、無線ＬＡＮ事業の円滑な実

施のためのガイドラインの策定、事業者間で連携・協調できる枠組み、最後に、行政手続

の明確化といった形でまとめております。こちらに関して何かご意見、あるいはコメント、

あるいはご質問等はございますか。 

【福田構成員】  ちょっとすみません。最終的にルールを、自主的かどうかはともかく

作るという話がありますが、総務省さんがいて、事業者さんがいて、ユーザーがいますが、

いわゆる店舗の方々といったもう１層があると思います。セキュリティとか輻輳の話も含

めて、その辺の啓蒙みたいな話は、４の４に含まれていると思えばいいですか。それとも、

４の３で、総務省さんのガイドライン的なところで何か話をするというのを想定されてい

るのか、どちらなのかを教えてください。 

【鈴木データ通信課課長補佐】  店舗につきまして、電気通信事業者に該当する場合に

は、３番に入ってくると思いますし、もし３番に入らない場合には、４番で、いろんな事
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業者間とで連携・協力できる枠組みということで入ってくると思います。これは事業者さ

んに限らず関係者にも入っていただいて、その中で、例えばガイドラインを設定して、少

し具体的にするような行動規範を定める等といったあたりで、店舗で事業者に当たらない

方も、こういった中に入っていただくということもあるのかなと思っております。 

【森川座長】  他にはいかがですか。 

 いかがでしょう、第４章。 

 それでは、全体を通して何かご意見等お受けしたいと思います。今回の議論を踏まえて、

次回が最後の会合という形になりますので、何かご意見等ございましたら、お知らせいた

だけますでしょうか。構成員の皆様方からは、後で一言お願いしますので、ご準備のほど、

よろしくお願いいたします。 

 いかがですか、オブザーバーの皆様方。 

【ソフトバンクモバイル（牧園様）】  １つだけ。 

【森川座長】  どうぞ。 

【ソフトバンクモバイル（牧園様）】  第４章の４、関係者による自主的な連絡会を設置

し取組を進めることが有益と考えられるとあり、私も有益だと考えていますが、具体的な

イメージが分かりづらく、もしここの中で具体的なイメージをお持ちの方がいたら、教え

ていただきたいなと思います。 

【森川座長】  いきなり直球のご質問ですね。このあたりは、鈴木さん。 

【鈴木データ通信課課長補佐】  具体的なイメージを持っているわけではありませんが、

せっかく無線ＬＡＮビジネス研究会を３月から開催してきまして、多くのオブザーバーの

皆様にもこうして参加いただいているところであります。今参加しているオブザーバーの

方を中心に、いろんな諸課題について議論してきたと思いますので、ぜひそういったとこ

ろで連携・協調していただければと思っております。 

【森川座長】  ありがとうございます。私も、ここは皆様方のご意向等を踏まえてとい

う形になろうかと思いますので、今現在どのような雰囲気になるのかは僕も分からないと

いうのが正直なところです。ただ、僕が感じている無線ＬＡＮビジネス研究会の意義とし

ては、このような形で無線ＬＡＮに関係する方々が集まったこと自体が、多分１つの意義

のあることだと思っていますので、そのようなことを踏まえて、そういう場があるといい

のではないかという認識です。そういうふうに有意義なものとは思っておりますが、皆様

方のご意向等もおありだと思いますので、そこは恐らくこれからいろいろとご意見を伺い
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ながら、どのような形がいいですかということをやっていくということかなと思っていま

す。 

【ソフトバンクモバイル（牧園様）】  ありがとうございます。 

【森川座長】  何か補足をお願いします。 

【齋藤データ通信課長】  今のご指摘のように、どのような形でやっていくかというこ

とについては、おそらく様々なご意見もあろうかと思いまして、報告書案の３９ページ下

から３行目のところに、「検討段階・項目に応じて」という記述を加えさせていただいてお

ります。これは、連絡会、協議会の中で話し合っていくうちに、いろいろな議論や段階も

あるかなと思いまして、そういう記述を加えさせていただいたものです。 

【ソフトバンクモバイル（牧園様）】  ありがとうございます。 

【森川座長】  恐らくここで重要な言葉としては、自由な参加を基本としつつとか、自

主的なというところが、１つの思いなのかなと思っております。 

【神成構成員】  座長いいですか。 

【森川座長】  お願いします。 

【神成構成員】  ２７ページに農業の事例が出ていますが、実は気象情報に関しては、

ある程度公益の気象情報を使って、商用に提供する場合には、気象業務法に抵触いたしま

す。現在の法律では特定の非常に狭い範囲での気象に類する情報に関しては、各農家が個

人で使用する場合には利用が認められているはずですが、それ以外のある程度大規模に気

象データ等を取り扱う場合においては、混乱を引き起こす可能性があるため、特定の事業

者が、気象庁が認可した計測機材を使う必要があることを記憶しております。 

 この件に関して１回、気象庁と確認をしましたが、非常に狭い範囲を各個人が利用する

分においては問題ないが、それを使ってコンサルティングビジネスをすることに関しては、

かなり黒いグレーゾーンになると聞いております。 同じようなことが、今後、特に屋外

での公衆無線ＬＡＮを使ったビジネスにおいても、規制等が抵触する可能性があるので、

きちんと把握して、必要であれば、例えば総務省さんが各省庁と連携して規制緩和等を検

討していく等の文言があると、こういう周辺産業及びビジネスへの展開に関しては具体的

な展開が進むのではないかと思います。２７ページに関して、表現をうまく書いておかな

いと、グレーゾーンのことをそのまま書いてしまうかもしれないので申し伝えておきます。 

 以上でございます。 

【森川座長】  ありがとうございます。２７ページでいうと……。 
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【神成構成員】  ２７、アのＭ２Ｍの４ポツ目の中で、圃場の点で、気象情報や土壌情

報を収集しという話があり、全体の事例から見ると、データを収集していますが、これを

ビジネス展開していると見なされると非常にグレーゾーンという話があるはずです。事業

展開している場合にはグレーという形で、気象庁側もどうしようかなという話でした。各

個人が気軽に気象データ等を使うことによって、それをインターネット上に発信すること

で、一般国民に不要な誤解を与える恐れがあるということで、気象情報等を発信する場合

には、気象庁で、十分な取り扱いをすることに対して勧告が出ているはずです。 

【森川座長】  ありがとうございます。確かに、ウェザーニュースの方もおっしゃられ

ていますよね。 

【神成構成員】  ええ、そうです。 

【森川座長】  いろんな人たちから集めた情報を、勝手に使ってはいけなと。 

【神成構成員】  そうです。特に農業関係で、コンサルティングビジネスをする場合に

は、それがかなりグレーに引っかかることは、別の委員会で発言した覚えがございます。 

【森川座長】  そこはお調べいただいて、気象情報という言葉がよろしくなければ、記

載の仕方の変更を検討お願いいたします。 

【神成構成員】  気象業務法の特例事項があったはずなので、メールをいただければ、

その特例部分の情報を持っていますので、共有できると思います。記載だけ変えていただ

ければよいと思います。 

【森川座長】  ありがとうございます。他に何かございますか。 

【モビネクト（笹田様）】  すいません。 

【森川座長】  どうぞ。 

【モビネクト（笹田様）】  ３６ページにありました情報提供のところですが、Ｗｉ－Ｆ

ｉ及び公衆無線ＬＡＮのサービスは大きく２つあると思っており、１つは、接続され、認

証さえされればインターネットには自由につながるという環境。その上の（２）番で申し

上げられている大規模災害等発生時における公衆無線ＬＡＮの無料開放の推奨というとこ

ろは、災害があった時に、なるべく簡単に、多くの人が情報通信の手段としてインターネ

ットにつながることが望ましいという話だと思います。例えば、その地域でもうすぐ津波

が来ますとか、津波が来る危険性があるので逃げてくださいとか、何らか大きな情報を皆

さんに共有しようとする場合は、無線ＬＡＮというサービスの特性上、接続する際に必ず

どこかのサイトを見せて、そこを見ないといけないといやり方もできます。その際に、例
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えばそれが、グーグルさん、若しくはヤフーさん、それとも総務省さんのどのトップペー

ジがいいのかといった様々な考え方があるかと思います。無料開放する際にこういった災

害情報をあわせて提示したらいいというようなルールが決められていると、事業者のほう

で勝手に判断はしません。この情報が正しかろうと、そういった非常事態に発信するは、

逆に言うと、事業者取捨択一をするのが怖いというのもあります。先ほどのＳＳＩＤを統

一化するのと同じか、違うのかちょっとわからないですけれども、災害の時は必ずここを

見に行きましょうという何らかのルールがあると、情報の提供と無料開放というところを

提供しやすくなるのではないかとは思いますが、いかがでしょうか。 

【森川座長】  ありがとうございます。先ほどのＳＳＩＤというのは無線ＬＡＮに接続

するための共有の情報と。で、接続した後での情報……。 

【モビネクト（笹田様）】  そうですね。各事業者が独自で判断するのではなく、何らか

の指針で、こちらのサイトを見に行けばいい等のルールが決まっていると、安心して、接

続された利用者の方に情報の提供ができます。それが決まらず情報の提供を、事業者が独

自で判断でするのは少し難しいのではないかという意味合いです。 

【森川座長】  今ご指摘の点のようなことも今後考えていかなければいけない問題です

ね。そのあたり、この文言の中にどのように組み込むのかというのを事務局でご検討いた

だければと思います。 

【鈴木データ通信課課長補佐】  笹田さんから非常に重要なご指摘をいただいたと思っ

ております。また連絡会の話を出すのは大変恐縮ですが、緊急時に接続する際の画面の表

示の仕方や周知の仕方等といった具体的なことについては、こういう事業者間で連携・協

調していく中で、ルール化を図るべきものなのか、あるいは、何かガイドラインみたいな

もので規定していくべきなのか、そのあたりも考えた上で検討したいと思います。 

【森川座長】  はい。よろしいですか。 

【ＦＲＥＥＳＰＯＴ協議会（根本様）】  ＦＲＥＥＳＰＯＴの根本です。３９ページの３

の最後ですが、「無線ＬＡＮのアンライセンスであることをメリットとした発展性や自由な

発想を阻害することのないよう留意することが必要」という文言を入れていただきまして、

ありがとうございます。これは、私どもバッファローとしてアクセスポイントを販売する

に当たっても、ここのメリットにより無線ＬＡＮがこれほどまでに浸透したと思っていま

して、自主的な様々なルールづけというのが、業界の自主規制みたいなものにつながって

いくとよろしくないと思いますので、その辺は留意していただければと思います。 
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 今お話にありましたように、例えば災害時にどういう情報を見せるかといった話ですが、

これもひとつ裏返すと、災害時に、あるアクセスポイントに接続したら、必ずそこを見な

いといけない。いきなり見たいところに行けないから、救助が遅れるだとか、工数がかか

ってしまうといったこともあわせて考えていかなければいけないと思いますので一つ一つ

ルール化することは危険だと感じます。 

 以上です。 

【森川座長】  ありがとうございます。恐らくまだ無線ＬＡＮはそこまでかちっと方向

感が決まっているものでもないと思いますので、いろいろと議論しながら、あるいは経験

を積んでいきながら、何かしらまとめていくというフェーズにあるように僕も思っていま

す。今のようなご指摘のように、うまくバランスとりながら進めていくのが今の時点では

肝要なのではないかと思っているところです。 

 それでは、他に何かございますか。 

 それでは、構成員の皆様方から一言ずつお願いできますか。それでは門脇構成員お願い

いたします。 

【門脇構成員】  今回、現時点での様々な状況、課題等がまとめられていると思います

が、無線ＬＡＮは、非常にダイナミックに利用環境が変わってくる可能性があり、例えば、

今回のこの中にも、テザリングという言葉は何カ所か出てきていますが、テザリングとい

うのは、それこそ無秩序なアクセスポイントに等しいものです。比較的最近テザリングで

きる形態が出てきましたから、データとして、どういう利用がされているか、どの程度利

用されているかといった数字がまだないと思いますが、そういうものに起因する状況の変

化が、これからものすごく起こってくると思います。 

 また、映像コンテンツで、映画が低額で見られるようになるというサービスの記述もあ

りますがＹｏｕＴｕｂｅといった短いものとは違って、トラヒックに与える影響が大きい

ので、これもどういう普及の仕方になるかによって、非常にこれから動きが変わってくる

と思います。 

 ですから、そういう意味でいうと、利用環境がこれからいい方向に変わっていく分には

構わないですが、悪化する方向になる可能性も非常に大きいと思いますので、継続的に、

この後もしっかり把握していくというのは非常に重要かと思います。特にそれについて記

述が必要と言うことではありませんが、姿勢として忘れないように継続的に把握をしてい

くことはぜひやっていくべきできだと思っています。 
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 以上です。 

【森川座長】  ありがとうございます。それでは、神成構成員お願いします。 

【神成構成員】  先ほど申し上げたことにもつながりますが、ちょうど今、無線ＬＡＮ

が、医療や農業といった様々な産業分野において、新しい方向性を生み出す１つのデバイ

スとして使われているようになってきていることを認識しています。各分野にそれぞれの

省庁がつくっている規制が非常にたくさんありますが、こういうデバイスを使うことを前

提としておりませんので、現場の判断でやってしまうと、実は違法であることや、使いに

くくなっているというケースが多々見られるようになっております。そういったことを踏

まえて、今全部洗い出すことは無理だと思うのですが、そういった状況を踏まえて把握す

るとともに、各省庁さんと連携して、規制緩和や無線ＬＡＮのビジネス周辺が広がるよう

な取組をぜひ総務省さんに取りまとめていただくと、こういったことがまさに無線ＬＡＮ

ビジネスというものが様々な分野で発展していくのではないかと思いますので、ぜひそれ

を期待したいと思います。 

 以上です。 

【森川座長】  ありがとうございます。それでは、田中構成員お願いいたします。 

【田中構成員】  この報告書の案を拝見しまして、前回申し上げましたが、ビジネスに

関して提供側と利用側と両方あるうちのどちらかということについては、今回は提供する

側のビジネスに関する課題を整理するということで、分かりやすく整理いただいたと思い

ます。その際に、提供側だけで考えるのではなく、利用サイドのことも念頭に置いてとい

うことで、よく整理していただいていると思いました。 

 今後に関して言いますと、利用側のビジネスもこれからどんどん新しいものが出てくる

と思いますから、引き続き、利用サイドのことも考えながら取り組むような形にしていた

だければと思います。特にこの報告書についてのコメントではありません。 

 もう１点は、本日の議論でもありましたけれども、第４章の事業者連携のところで出て

いましたが、森川先生からも自主的や自由な参加というお話があり、そのあたりは大事な

ことかと思いました。この報告書でも公表していくとの記載がありますが、オープンにし

て、いろいろ変わっていくものですから、情報を共有しながら推し進めていくということ

は引き続きお願いしたいと思います。 

 以上です。 

【森川座長】  ありがとうございます。それでは、福田構成員お願いします。 
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【福田構成員】  コメントというより感想に近いですが、規制がなくて、皆さん自由に

やられて、上手く来ているという印象をすごく持っています。報告書（案）にも書かれて

いますが、つながりにくい状況にあると書かれてしまうのは、ユーザーとしては嬉しくな

い状況だと思いますので、トレードオフというのは分かっていますが、こういう文言が消

える方向で、総務省さんは温かく見守るといった、そういう枠組みができていくというの

が、ユーザーとしては一番望んでいることなのかなという印象を強く持ちました。 

【森川座長】  ありがとうございました。それでは、柳川構成員お願いいたします。 

【柳川構成員】  皆様がおっしゃられたことに近いですが、いろんな方向に発展性があ

る分野に関して、できるだけ自由な創意工夫を生かす形でうまく伸ばしていこうという形

でこういう報告書ができたのは非常にいいことだと思っています。 

 仕掛けとしては、結局第４章のガイドラインの策定と、先ほどから話題になっておりま

す連絡会の２つで支えるということになっていると思いますが、先ほどからご議論あった

ように、これで何をやるのかというところが１つこれからのポイントになってくると思い

ます。これがあまりにも自主規制的な話や、制約的な話になると、皆さんご懸念されてい

るように、発展を阻害するのではないかと。ただ一方では、いろいろ考えなければいけな

いところがあるので、何を考えなければいけないかの線引きがこれから重要になってくる

と思います。 

 私の理解ですと、ここで書いてある点は、大きなポイントは３つで、１つ目は、利用者

の理解を促進させるという意味も含めたセキュリティ対策、２つ目は電波の輻輳対策、３

つ目は、あまり大きくは出てないですけれども、先ほどちょっとお話があったように、こ

れからトラヒックが増えてきた時の大規模な設備投資をどうするかということ。このよう

な対応の話というぐらいで、このあたりのことに関してはここに書いてあるような民間の

自主的な協調が必要だというところですが、逆に言うと、それ以外のところはできるだけ

自由にすると。あまり協議会で自主規制的なことをやるのではなくて、できるだけそこで

自由にできるようにしていくというところが重要なことだなと思いました。 

 最後に、災害時の話は、恐らくこの無線ＬＡＮの話というよりは、大規模な東日本大震

災のようなことが起きた時に、どういうふうにするのかという、そもそも災害対策の話で

あって、無線ＬＡＮはその中の一翼を担うということです。本当はできればもう少し災害

対策時に何をするか、そこでの自由な民間の活動とは何かという、そっち側の大きなルー

ルがあって、その中でこういうものは決まっていくべきで、無線ＬＡＮのところだけいろ
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いろ、どこまで自由にやるのか、どこまで民間が決めるのかという話を決めていくのは、

なかなか難しい話だと、これは感想ですけど、思っております。 

 以上です。 

【森川座長】  ありがとうございます。オブザーバーの皆様方から何かございますか。 

 よろしいですか。 

 それでは、本日いただいたいろいろなご意見を踏まえて、この報告書（案）を事務局で

ブラッシュアップしていただきまして、次回、先ほども申し上げましたとおり、最後の会

合となる予定でございます。そこで、ブラッシュアップしていただいた報告書の完成に向

けたご議論を次回はお願いできればと思います。 

 それでは、今後のスケジュール含め、事務局からご説明いただけますでしょうか。 

【鈴木データ通信課課長補佐】  本日はありがとうございました。構成員とオブザーバ

ーの皆様におかれまして、本日審議いただいた報告書（案）に関しまして、追加のコメン

ト等がある場合には、６月２６日、火曜日の１７時までに事務局までご連絡いただけます

よう、お願いします。 

 次回会合につきましては、今回の議論による修正を反映した報告書（案）についてご審

議をいただくことを予定しておりますが、日程につきましては、７月の上旬ということで

現在調整中でございます。詳細が決まりましたら、事務局より別途ご連絡させていただき

ますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

【森川座長】  ありがとうございました。 

 それでは、これにて無線ＬＡＮビジネス研究会、第６回を終了とさせていただきます。

お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございました。 

以上 


